
 

課税除外とされる土地等の譲渡が 

公募要件に該当する事実を証する明細書の記載要領等 

 
１ この明細書は、措置法第63条第３項第４号から第６号までに規定する土地の譲渡について、公募要件を満た

している事実を明らかにする場合に記載します。 

２ この明細書は、その譲渡等に係る土地等が属する一団の宅地で、当期において譲渡等をすることとした土地

等の区分ごとに別行で記載します。 

３ 「土地の譲渡等の内容１」には、その譲渡等に係る土地等が、措置法第63条第３項第４号から第６号までの

いずれの号に該当するものであるかを記載します。 

４ 「土地等の種類２」には、その譲渡等に係る土地等の種類を「土地」又は「借地権」のように記載します。 

５ 「一団の宅地の面積４」には、措置法第63条第３項第４号から第６号までに規定する開発許可、認定等に係

る一団の宅地の合計面積を記載します。 

６ 「同上のうち当期において譲渡等をすることとした土地等の面積５」の「外書」には、「４」の一団の宅地

のうち当期において譲渡等をすることとした土地等の区画数を記載します。 

７ 「同上のうち当期において公募の対象とした土地等の面積６」の「外書」には、「５」の土地等のうち公募

の対象とした土地等の区画数を記載します。 

８ 「同上のうち当期において譲渡等をした土地等の面積７」の「外書」には、「６」の土地等のうち当期にお

いて譲渡等をした土地等の区画数を記載します。 

９ 「「５」のうち当期において公募をしないで譲渡等をした土地等の面積８」の「外書」には、「５」の土地

等のうち当期において公募をしないで譲渡等をした土地等の区画数を記載します。 

10 「公募の方法９」には、その土地の譲渡等につき行った公募の方法を、例えば「テレビ広告」、「ラジオ広

告」、「新聞広告」、「雑誌広告」、「車内広告」、「折込広告」のように記載します。 

11 「公募を実施した地域11」には、その土地の譲渡等につき行った公募の対象地域を、例えば「東京都特別区

域内」、「○○県内全域」のように記載します。 

12 「応募者の範囲13」には、応募者の範囲につき制限をしている場合に、その制限の内容を記載するとともに、

その制限をしている理由を「備考」欄に記載します。 

13 「一部の土地等につき公募をしなかった理由14」には、その土地の譲渡等のうち公募をしないで譲渡等をし

た部分がある場合に、その理由を具体的に記載します。 

14 「措置法令第38条の５第23項に該当する土地の譲渡等の場合15」には、その土地の譲渡等が措置法令第38条

の５第23項に該当する場合は、その土地等の譲渡対象者を決定した方法を例えば「全組合員のうちから募集し

て抽選により決定」のように記載してください。 

 


